
令和5年度第2回八千代赫岳祉有償運送運営協議会

1.開

2.議

令和5年12月4日明)午後2時00分~

八千代市役所2階第1・2会議室

(1)八千代市における福祉有償運送の必要性について(資料1)

(2)ネ絵福祉法人清明会において実施する福祉有償運送の更新申請について償料2)

(3)NP0法人移動サポートちば・北総において実施する福祉有償運送の更新申請にっ

いて(資料3)

題

次 第

3.閉

<資料>

資料1

資料2

資料3

移動制約者の状況等について

:ネ士会樹"去人清明会更新申請劃斗

NP0法人移動サポートちば・オ踏'怠更新申請資料

会

会



令和5年度第2回八千代市福祉有償運送運営協議会席次表
令和5年12月4日(月)午後2時00分~
八千代市役所 2階第1・2会議室

佐川委員

唐擇委員

会長席

席

上田委員

佐藤委員

中本委員

出
入
口

平野委員

井上委員

(熊井代理)

陰山委員

傍

事業所席

聴 人

出
入
口

事
務
局
席



NO.

八千代市福祉有償運送運営協議会委員名簿

1

項

学識経験者

2

目

関東運輸局千葉運輸支局

3 ボランティア団体

4

日本大学理工学部交通システムエ学科准教授

ー、、

利用者代表

5

関東運輸局千葉運輸支局運輸企画専門官

所属団体名等

バス事業者

6

八千代市社会福祉協議会移送サービスボランティア

タクシー事業者

7

社会福祉法人八千代市身体障害者福祉会利用者

タクシー事業者

8

千葉県バス協会業務係長

市職員

9

三ツ矢エミタスタクシー株式会社ハ千代営業所所長

市職員

10

有限会社高千穂タクシー代表取締役

氏

市職員

都市整備部都市計画課長

名

在)11 大麺

健康福祉部長寿支援課長

ひろせ

廣瀬実

健康福祉部障害者支援課長

粉さむ

からさわ

唐澤菊枝
きくえ

うえだ

上田純誠
よしまさ

佐徐髪館

な"・もとひろ主さ

中本浩正

ひらの

平野泰央
やす"

いのうえ

井上義也

(順不同)

令和7年2月11日まで任期

よしなり

かけやま

陰山路加
るか

えもりひさし

江守央



八千代市長服部友則殿

このことについて,別添のとおり自家用有償旅客運送の登録申請書案を提出

いたしますので,福祉有償運送に係る運営協議会に諮っていただきますようぉ

願いします。

,

八千代市福祉有償運送運営協議会への協議依頼.について

住所

名称

代表者名

令和5年10月25日

千葉県八千代市島田台1002番6

社会福祉法人

理事長寺田

資料2

清

づ"コ

ヘルパーステーションはなみずき

近藤健司

047 -48 0 -5 0.5 0

.

'

申請団体名

代表者名

連絡先



八千代市長服部友則殿

このたび、自家用有償旅客運送の有効期間の更新を行いたいので、道路運送法第79条

の6及び同法施行規則第51条の10の規定に基づき、下記のとおり申請します。

き己

イ

社会福祉法人清ヨム称

千葉県八千代市所

理事長寺田代表者の氏名

1.名称、住所、代表者の氏名

(名 称)社会福祉法人,清明会

所)千葉県八千代市島田台1002番6(住

(代表者の氏名)理事長寺田憲児

2.登録番号

関千福第115号

3..自家用有償旅客運送の種別

福祉有償運送

4.運送の区域

自家用有償旅客運送の更新登録の申請

歴遜互^
令和 5年10月25日

0 2番6

運送の区1或

置

5

八千代市

事務所の名称及びイ立置

ヘルパーステーションはなみずき

事務所の猫称

備

.

考

千葉県八千代市島田台998-4

位

名
住



6 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数

事務所の名称

へJレノ{ーステーション

はなみずき

所有

区分

軽自動車については、()内に内数で記載すること

所有

ノ、

(乗車定員 11

持込

事務所の名称

ヘルパーステーション

はなみずき

合計

ス

人以上)

所有

区分

普通自動車

(乗車定員 10人以下)

軽自動車については、()内に内数で記載すること

所有

寝台車

伸量)

フ.運送しようとする旅客の範囲

持込

公共交通空白地有償運送

3

( 3 )

福祉

有償

輸送

車いす車

(軽)

()

()

0

3

( 3 )

兼用車

(軽)

0

イ身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

3

( 3 )

0

口

國診一陣

(軽)

0

精神保健及ぴ精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ノ、

0

行うものに0を付すものとする。

障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

0

3

( 3 )

8,添付書類

(1)定款又は寄付行為、登記事項証明書、役員名簿

(2)法第79条の4第1~4号に該当しない旨を証する書類

(3)運営協議会において協議が調ったことを証する書類

(4)自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類

(5)運転者が必要な要イ牛を備えていることを証する書類

(6)運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類

(フ)整備管理の責任者及ぴ整備管理の体制を記載した書類

(8)事故発生時の対応1こ係る責任者及び連絡体制を記載した書類

(9)損害賠償措置

aの運送しようとする淑客の名簿

al)登録証

介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

ホ介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

セダン等

(軽)

0

ノ、 介談保険法施行規則第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者

3

( 3 )

トそ●他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

(軽)

3

( 3 )

3

(.3 )

3

( 3 )

合計

合計

合計

二



N

1

八千代市福祉有償運送運営協議会申請団体要件確認調査表
項

2

運送主体

目

運送対象
対象

3

名称社会福祉法人清明会

使用車両

会員として以下に掲げる者及び付添人

①身体障害者福祉法に規定する身体障碍者

②介護保険法に規定する要介穫認定者及び要支援認定者

③その他(精神障害・知的障害・その他の障害・難病者)

形

車両数

4

福祉有償運送

使用権限

癌」金_車_^

車撞王吏__^

韮■上車__^

車両の表示

内

運転者

5

法人所有車精については、運送主体が使用権限を有している。

ク、

マグネットにて福祉有償運送事業者であることと、事業所名を表示

損害賠償措置

運転者 6名

当該6名は一種免許を所持しており、国土交通省認定福祉有償運送運

転者講習(セダン等運転者講習含む)を受講し、修了証の公布を受け

ている。また、免許取得以来、免許取消・一時停止処分を受けていな

い。

回転シート.車

セダン車等

設定

保険会社:共栄火災海上保険株式会社

保険名称: KAPベーシス(一般自動車保険)

対人:無制限対物:無制限 3台

3

説明

6

基本料1回(2km以内):3 9 2円

以降lkm毎:18 0円

・「基本料」に関しては千葉県の距離制運賃「初乗運賃」より低額を設

定。

・「以降1血毎」に関しては千葉県の距離制運賃「加算運賃」の半額以

下を設定。

対価以外の対価

3

旅客の都合による迎車回送料金,:回送距雜2血迄0円。 2血以降実車

扱い。

旅客の都合による待機時間:5分未満0円、以降5分毎に150円

介助料(乗降介助に関する部分に限る):介護保険通院等乗降介助サー

ビスを利用する場合は介護報酬の負担割合による額。使用しない場合

は、 10割相当額。

7

説明

8

その他(入会金等)

管理運営体制

・「旅客の都合による待機時間」に関しては千葉県の時問距離併用制運

賃の半額以下を設定。

・「介助料(乗降介助に関する部分に限る)」に関しては介護保険訪問

介護の通院等乗降介助サービスを設定。

法令遵守

別紙「運行管理の体制等を記載した書類」、「運行管理マニュアル」のとおり。

別紙「宣誓書」のとおり。

無し。

合計 台

ム
台

態

対
価



(対価)

第3 条

当事業所の福祉有償運送等の対価につぃて

は、以下のとおりとする。

福祉有償運送運賃規程新旧対照表

新

(1)基本料(2 血以内)、 392円/1 回

(2) 2 血以降 1血毎に 180円

(3)(略)

(4)旅客の都合による待機時間:5分未満0

円、以降 5分毎に巧0円

(対価)

第 3条

当事業所の福祉有償運送等の対価について

は、以下のとおりとする。

(傍線の部分は改正部分)

(5)旅客の都合によるキャンセル:予約指

定時間の1時間を超えた場合は無料、1

時問以内については392円

旧

(田~(8)(略)

(1)基本料(2 血以内)、 365円/1 回

(2) 2 加以降 1加毎に 90円

(3)(略)

(4)旅客の都合による待機時間:5分未満0

円、以降 5分毎に 90円

(フ)旅客の都合によるキャンセル:予約指

定時問の1時間を超えた場合は無料江

時間以内については 365円

(6)~(8)(略)



福祉有償運送運賃規程

社会福祉法人清明会

ヘルパーステーションはなみずき



(目的)

第1条

この規程は、社会福祉法人清明会へルパーステーションはなみずき(以下「当事業

所」という。)の福祉有償運送及びこれに附帯する介助料等(以下「福祉有償運送

等」という。)の対価にっいて合理的な取扱方を定め、利用者の便利と事業の効率
的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条

当事業所の福祉有償運送等にっいては、別に定める場合を除いて、この規程を適用
する。

(対価)

第3条

当事業所の福祉有償運送等の対価については、以下のとおりとする。

(1)基本料(2km以内)、 3 92円/1回

(2) 2血以降1血毎に 18 0円

(3)旅客都合による迎車回送料金:回送距雜2血及び基本料を限度として回送距離

500Ⅲ毎で基本料設定距離から短縮する。

(4)旅客の都合による待機時間:5分未満0円、以降5分毎に150円。

(5)旅客の都合によるキャンセル:予約指定時問の1時間を超えた場合は無料、 1時
間以内については392円。

(田介助料(乗降介助に関する部分に限る):介護保険の通院等乗降介助サービスの

額と・し、介護保険を使う場合は介護報酬の負担割合による額、介護保険を使わな

い場合は介護報酬の10割相当額とする。

(フ)駐車場代、有料道路代、高速道路代等が掛かる場合は、実費。

(8)入会金及び会費は徴収しない。

(対価の徴収)

第4条

当事業所の福祉有償運送の対価の徴収については、毎月10日までに前月利用分の

請求書を発行し、支払いがなされた後に速やかに領収書を発行するものとする。但

し、利用者が都度の支払いを希望した場合は、その限りでは無い。



迎車回送料金に関しての例

・ご利用者様が乗車されてからと、そこまで迎車回送した距離を合わせて(50om単位で)2kmに
なった時点までが392円となり、その後lkm毎に180円が加算して参ります。例としては以下の4つ
のいずれかになります。(迎車回送料金は2kmを限度とします。)

1福祉有償運送車両がご利用者様の所まで50omかかる場合、ご利用者様が乗車されてから15
Oomまでが392円となります。

福祉有償
運送車両

2福祉有償運送車両がご利用者様の所まで10oomかかる場合、ご利用者様が乗車されてから1
Ooomまでが392円となります。

←一

ご利用者

50orn

福祉有償
運送車両

3福祉有償運送車両がご禾1用者様の所まで150omかかる場合、ご利用者様が乗車されてから5
Oomまでが392円となります。

392円

福祉有償
運送車両

10oom

オ50om

ご利用者

4福祉有償運送車両がご和1用者様の所まで20oom以上かかる場合、ご利用者様が乗車されて
以降lkm毎180円となります。

ーー1
袷゜ k^,、苗脊1

福祉有償
運送車両

Ikm

392円

150om

10oom

ーーー1
、1■W当艦■1

Ikm

ご利用者

Ikm

Ikm

Om~・50om未満
50om~10oom未;

、;●船当船等、■踊1

10oom~150om未満
150om~20oom未満

Ikm

20oom以上

50om

20oom以上

Ikm

Ikm

ご利用者

'謂愉当←^←論卦1

Ikm Ikm

Ikm

L車回送距雛om
迎車回送距離50om
迎車回送距離10oom
迎車回送距高伽50om
迎車回送距離20oom

Ikm Ikm



八千代市長服部友則殿

当法人における役員の全員が、道路運送法第79条の4第1項第1号から第4号までの
いずれにも該当しないことを宣誓致します。

令和 5年10月25日

厘第西

社会福祉法人清明ム称

千葉県八千代市 0所

代表者の氏名 理事長寺田'

2 -6

^^^
^^^

名
住



運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿

申請者(社会福祉法人清明会)が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、その運転
者として就任することを承諾致します。

ノ

氏

近藤健司

2 義田由美子

名

3 川岸律子

4 白井宏美

5 鶴殿容子

6 石毛洋一郎

7

住

8

運転免許の種類欄には、受けている運転免許の別(普通・大型及び1種・2種)を記載すること。
第2種運転免許を有しない者にあっては、施行規則第51条の16第1項各号のいずれかの要件を備えてぃるこ
とを証する書類を添付すること。

福祉輸送を行うにあたり福祉自動車以外を使用して行う場合にあっては、施行規則第51条の16第3項各号の
いずれかの要件を備えていることを証する書類を添付すること。、

所

歴弐麺同

乗務者の就任承諾書兼就任予定乗務者名簿【福祉輸送を行う場合】

申請者(社会福祉法人清明会)か自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、その乗務
する者として就任することを承諾致します。

資格の種類

運転免許の種類

区分

大型

2

種類

氏

普通

3

※施行規則第51条の16第3項各号のいずれかの要件を備えていることを証する書類を添付すること。

普通

1種

名

普通

セダン型等の自動車を使用して、福祉輸送を行う場合であって、施行規則第51条の16第3項に規定する

要件を備えない運転者が乗務する場合にあっては当該要件を備えた者を乗務させることが必要。

1種

普通

1種

赴通

1種

^

1種

1種

住

種

種

所

(、

※
※
※



申請者(社会福祉法人清明会)・が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、その運行
管理の責任者として就任することを承諾致します。

令和 5年10月25日

運行管理の責任者就任承諾書

※ 乗車定員11以上の車両を配置する事務所及び乗車定員10人以下の車両を5両以上配置する事務所の運行

管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第51条の17第2項各号のいずれかの要件を

備えていることを証する書類を添付すること。

歴武第西

所

"一好●

゛

住
氏



運行管理の体制等を記載した書類

事務所名(ヘルパーステーションはなみずき)

1.運行管理・整備管理の体制

(ア)運行管理の責任者の就任予定名簿

NO

運送の主体(申請者名)

義田'由美子

2

氏

》乗車定員11人以上の車両を配置する事務所及び乗車定員10人以下の車両を5両以上配置する事務所の運行
管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第51条の17第2項各号のいずれかの要件を備
えていることを証する表類を添付すること。

》資格の種類には、法23条第1項の運行管理者、その他の別を記載するものとする。

》市町村運営有償運送にあって運行を委託する場合は、受託者における運行管理の責任者を記載し、委託欄に0印
を記載するものとする。

名

社会福祉法人清明会

(イ)整備管理の責任者の就任予定名簿

NO

住

(ウ)運行管理・整備管理に係る指揮命令系統

氏

義田由美子

所

歴武靈同

名

代表者

氏名近藤

、

健司

資格の種類

運行管理者

2

運行管理の責任者

氏名義田由美子

事故処理連絡体制

委託

運転者

(別紙のとおり)

住

整備管理の責任者

氏名義田由美子

警察署

八千代警察署

所

運行管理の責任者の

代行者

氏名近藤健司

3.苦情処理体制

ー^

運行管理の責任者がやむ

を得ず不在となる場合の

運行管理を代行する者

事故対応の責任者

氏名義田由美子

苦情処理責任者

義田由美子

047-486-0110

運転者

(牙味氏のとおり)

ー^

地域公共交通会議(又は協議会)・運営協議会・

運輸支局(又は指定都道府県等)

八千代市運営協議会 047-483-1151

千葉運輸支局 043-242-7335

代表者近藤健司

、

苦情処理担当者

義田由美子



(施行規則第51 条の25関係)

自家用有償旅客運送者の名称

身体状況等、態様ごとの会員数

身体障害者

6

5

級

4

人

級

3

級

数

合計

2

ヘルパーステーションはなみずき

級

精神障害者

級

参考様式第ハ号

要介護認定者

級

^プト i蔓' 1

3

^介、言蔓 2

合計

2

^介、言蔓 3

級

知的障害者

合計

人

要介、言蔓 4

級

人

要:づ】、言董 5

級

数

数

要支援認定者

軽

合計

要支援 1

中

要支援2

度

総合計

重

人

度

合計

人

度

数

その他の障害を有する者

14

数

肢.体不自由

人

内部障害

数

知的障害(認定者を除く)

精神障害(認定者を除く)

人

そ

数

の 他

合計

二
一

合 計



番号
氏

旅客の名
(福祉用)

^

名

^

自家用有償旅客運送者の名称

4^

住

5

^

所

7^

^

入会年月日

ヘルパーステーションはなみずき

^

10

即15/4/

11

12

2015/4/

イ

^

2017/11/1

運送を必要とする理由

13^

口

2018/'フ/10

14^

2018/12/26

ノ、

巧

2021/フ/1

16

0

ホ

2021/9/1

17

0

2022/フ/26

18

ヘ

2022/10/17

0

円

ト

備考

0

2022/1ν9

即

0

2023/2/2

早^

精神障害者
知的障害者
要介護認定者
要支援認定者

基本チェックリスト該当老

その他(肢体不自由、内部障害、'精神障害、その他の障害)

0

2023/3/11

0

2023/4/1

0

2023/4/1

0

0

0

0

0

0

二

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト



(施行規則第5オ条の3第5号関係) 参考様式第イ号

自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧

番号
自動車登録番号

又は

車両番号

習志野580 た 32釘

2 習志野鶚0 そ船60

自家用有償旅客運送者の名称

3 習志野580 そ 2097

4

乗車定員
(人)

5

6

7

8

4

所有者名

社会福祉法人清明会

4

ヘルパーステーションはなみずき

社会福祉法人清明会

10

4 社会福祉法人清明会

11

12

使用者名

社会福祉法人清明会

13

社会福祉法人清明会

叫

社会福祉法人清明会

15

備考

16

Π

18

19

20



1 目的

このマニュアルは、社会福祉法人清明会へルパーステーションはなみずき(以下「運送

者」という。)が実施する福祉有償運送における運行管理に関する基本的な事項を定め、安

心・安全運行の確立を図ることを目的とする。

運行管理マニュアル

2 組織

運行管理業務および整備管理業務を誠実かつ確実に遂行するために、運行管理責任者及

び整備管理責任者を次のとおり定める。

運行管理責任者義田由美子

整備管理責任者義田由美子

3 運転者

福祉有償運送の運転者の要件は、次のとおりとする。

(1)福祉車両

ア第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者

イ第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されて

いない者であって、次に掲げる要件のいずれかを備える者

伊)国士交通大臣が認定する講習(福祉有償運送運転者講習)を修了していること。

(イ) a)イ(ア)に掲げる要件に準ずるものとして国士交通大臣が認める要件を備えている

こと。

②セダン車両

ア介護福祉士の登録を受けていること。

イ国士交通大臣が認定する講習(セダン等運転者講習)を修了していること。

ウ②アイに掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えてい

ること。

{3}その他に運転者に関する事項

利用者を乗車させるときは、運送者が作成した写真入りの「運転者証」を、自動車

内の利用者から見やすい位置に掲示すること。

なお、運転者として登録し、活動を開始してから、死亡事故や重傷を負わせる事故を

起こしたり、悪質な違反をしたり、免許停止処分を受けたときは、自動車事故対策機構

が実施している「運転者適性診断」を受診し、運転免許の停止条件が解除された後でな

けれぱ、運転業務は再開できない。



4 運行の管理

運行管理責任者は、法令に定められた運行の安全管理に関する業務を運送者に代わって

m 運行管理賣任者の業務

ア必要な要件を備えない者に自動車を運転させないこと。

イ事故を起こした運転者に適性診断を受けさせること。

ウセダン型車両を使用する場合には、必要な要件を備える者に運転させるか、必要な
要件を備える者を乗務させること。

工自動車の運転者に対し、安全な運転のための確認を行い、指示を与え、記録し、そ

の記録を保存すること。

オ自動車の運転者に対し、乗務記録を作成させ、その記録を保存すること。

力運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。

キ事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。

クその他自動車の運行の安全を確保するために必要な業務を行うこと。

②安全な運転のための確認

運送者は、乗務しょうとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由にょり安

全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自動車の運行の安全を確保するた

めに必要な指示を与えなけれぱならない。

(3)乗務記録

ア運転者は、運行終了後速やかに乗務記録を作成し、運行管理責任者に報告する。

イ乗務記録の記載事項は次のとおりとする。

・運転者の氏名

・乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客
運送自動車を識別できる表示

・利用者の氏名

・乗務の開始及び終了の地点及び日時

・主な経路、経過地点及び乗務した距離

・収受したヌ゛価

事故、著しい運行の遅延、その他異常な状態が発生した場合の対応及びその原因

ウ乗務運行記,録は運転者ごとに記録し、かつ整理して1年間保管する。

,

5 整備管理

整備管理責任者は、運送者から「自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理」に関する

事項を処理するため必要な権限が与えられ、これらの職務の執行責任者として業務を実施

する。仮に整備管理責任者が職務を怠り自動車の点検整備に係る事故が発生した場厶は、
直接的に責任を負う。

0

一
つ1



川日常点検

整備管理責任者は、自動車の安全運行を確保するため、その運行の開始前に、点検基準

による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者が実施する。

②定期点検整備

整備管理責任者は、自動車の安全運行の確保と経済的使用を図るために定期点検整備計

画をたてて確実に実施する。

③点検整備の記録及び保管管理

点検整備の実施結果は、点検整備記録及ぴ記録表に所定の事項を記入し、保管管理する。

6 事故に関する対応

m 事故発生時の対応についての教育指導

事故対応責任者は、運転者に対して車両運行中に万一事故が発生した場合の対応事項に

ついて、次のとおり周知徹底を図ることとする。

ア緊急救命措置の研修を受講すること。

イ事故の続発を防ぐための処置を講じること。

ウ死傷者のあるときには、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じること。

工警察官に報告し、指示を受けること。

オ事故対応責任者に緊急連絡をして指示を受けること。

②事故発生時の対応

事故対応責任者は、運転者その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次

のとおり措置を講じる。

ア直ちに事故の続発防止、負傷者の救急等所要の措置を講じるよう指示すること。

イ軽微な事故を除き必ず現場に急行し、発生状況等原因を調査すること。

ウできる限り目撃者、相手方の意見を聴取すること。

工把握した事故の状況等を八千代市に連絡すること。

オ,重大な事故のときは、八千代市に連絡するとともに、千葉運輸支局に連絡すること。

剛事故の記録の作成及び保存

事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において2年間

保存しなければならい。

ア運転者の氏名

イ自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動

車を識別できる表示

ウ事故の発生日時

工事故の発生場所

オ事故の当事者(運転者を除く。)の、氏名

力事故の概要(損害の程度を含む。)



事故の原因

再発防止対策

7 苦情に関する対応

m 苦情の申し出を受けた場合の対応

苦・情処理責任者は、利用者等からの苦情及び苦情に関する情報を受けたときは、次のと

おり措置を講じる。

ア苦.情の内容を調査し、改善に向けた対応を図ること。

イ改善に向けた解決策を検討し、必要に応じてその結果を利用者に回答すること。

ウ苦情の内容及び改善に向けた解決策を八千代市に報告すること。

②苦情処理簿の作成及び保存

利用者等からの苦情及び苦情に関する情報を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、

かつその記録を整理して1年間保存する。

ア苦情の内容

イ原因の究明結果

ウ苦情に対する弁明の内容

工改善措置

オ苦情処理を担当した者

キ
ク



定款

社会福祉法人清明会



(目的)

第1条この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者

の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個

人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支

援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第1種社会福祉事業

(イ)軽費老人ホームの経営

(ロ)特別養護老人ホームの経営

(2)第2種社会福祉事業

(イ)'老人デイサービス事業の経営

(ロ)老人短期入所事業の経営

(ハ)老人介護支援センター事業の経営

(ニ)老人居宅介護等事業の経営

(ホ)'障害福祉サービス事業の経営

左1王

宝蒋 1^

宗欠

糸念貝Ⅱ

(名称)

第2条この法人は、社会福祉法人清明会という。

(経営の原則等)

第3条この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的

かっ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する

福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の

推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の高齢者等を支援するため、

無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条この法人の亭務所を千葉県八千代市島田台字神久保道1002番6に置く。

・ 1 ・



(評議員の定数)

第5条この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選

任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、法人職員1名、外部委員2名の合計5名

で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の

運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及

び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって

行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成す

ることを要する。

鋼毛2 ^ 言平言義^

(評議員の資格)

第7条社会福祉法第40条第4項及ぴ第5項を遵守するとともに、この法人の評議員の

うちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特

別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の

合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を越えて含まれることになってはなら

ない。

(評議員の任期)

第8条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義

務を有する。

3 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した

評議員の任期の満了する時までとすることができる。

(評議員の報酬等)

第9条評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員

、 2 、



会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給

することができる。

(構成)

第 10条

2

3

評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

評議員会に議長を置く。

議長は、その都度互選で定める。

(権限)

第Ⅱ条

鋤与3^

評議員会は、次の事項について決議する。

a)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及ぴ監事並ぴに評議員に対する報酬等の支給の基準

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)基本財産の処分

(5)事業計画及び収支予算

(6)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(フ)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)

(8)公益事業に関する重要な事項

(9)解散

Uの残余財産の処分

aD 定款の変更

a2)社会・福祉充実計画の承認

U3)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

言平言蓑^髪妻

(開催)

第12条評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に1回開催するほ

か、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、

評議員会の招集を請求することができる。

・ 3,



(決1揃

第N条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評

議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

a)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決

議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 16 条に定める定

数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の

枠に達するまでの者を送任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わる

ことができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第15条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び評議員会において選任した議事録署名人2名は、これに署名又は記名押

印する。

4・

(役員の定数)

第16条この法人には、次の役員を置く。

(D 理事 6名

(2)監事 2名

2 理事のうち 1名は、理事の互選により、理事長とする。

3 理事長は、この法人を代表する。

4 理事長以外の理事のうち、3名を業務執行理事とする。

全導4:^

(役員の選任)

第17条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及ぴ業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

千斐^万之てぶ昇哉^



(役員の資格)

第玲条社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理

事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数

(現在数)の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人

の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その

他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。

また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第19条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業

務を執行し、業務執行理事は、この法人の業務を分担し執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己

の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第20条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるととろにより、監査報告を作
成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及

び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第幻条理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに

関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事又は監事は、第'16 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事
としての権手11義務を有する。

3 任期満了則に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任

期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとすることができる。

(役員の解イ動

第器条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任
することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

、

5、

ノ



(役員の報酬等)

第23条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会

において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給

することができる。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(職員)

第24条この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)

は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

(構成)

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

理事会に議長を置く。

議長は、その都度互選で定める。

(権限)

第26条理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものにっ

いては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

a)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

倒与5^ 王里^^

(招集)

第27条

2

理事会は、理事長が招集する。

理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第器条理事会の決議は、決議にっいて特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項にっいて議決に加わることができるも

のに限る。)の全員が書面叉は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事

6.

2
3



が当該提案にっいて異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものと

みなす。

(議事録)

第29条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 理事長及び監事は、これに署名又は記名押印する。

(資産の区分)

第30条この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種

とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

^ 6:章三:

【士地】

(1)千葉県八千代市島田台字神久保道1002番6 1 84

樫費老人ホームケアハウスガーデンカルミア敷地 1 84.

.

(2)千葉県八千代市島田台字神久保道998番4 29 1

千葉県八千代市島田台字神久保道998番7 452.

特別養護老人ホームはなみずき敷地 743

(3)千葉県八千代市島田台字神久保道1015番2 3 6 0.0 011i

特別養護老人ホームはなみずき及びケアハウスガーデンカルミアへの

消防用梯子車鞆進入路

葺妄^万乏て八'豆妻言十

(4)千葉堺八千代市島田台考中久保道1015番8

千葉県八千代市島田台字神久保道1015番16

特剛養護老人ホームはなみずき駐車場用地

(5)千葉蝶八千代市島田台字神久保道1002番5 ・

ガーデンカルミア駐車場用地

フ、

1,

7 5 6.0011t

3 311t

3 31d

O onゞ

O old

O o lrt

1 81d

72m

9 011t

1,

J

024

89 6

920.

L
L

靭
 
L
 
4



(6)千葉県八千代市島田台字神久保道1002番21

千葉県八千代市島田台字神久保道1002番22

千葉県八千代市島田台字神久保道1002番23

公衆用道路

(フ)千葉県佐倉市下志津字宮下552番

軽費老人ホームケアハウスくつろぎの里敷地

(8)千葉県佐倉市下志津字宮下551番

デイサービスセンターくつろぎの里駐車場用地

(9)千葉県市原市二日市場字新田川ノ上773番3

千葉県市原市二日市場字新田川ノ上774番1

千葉県市原市二日市場字新田川ノ上774番4

千葉県市原市二日市場字新田川ノ上774番5

軽費老人ホームケアハウス向日葵敷地

【建物】

a)千葉県八千代市島田台字神久保道1002番地6

1階延床面積

2階延床面積

3階延床面積

4階延床面積

軽費老人ホームケアハウスガーデンカルミア

(鉄筋コンクリート造陸屋根4階建)

17

3 2.

1 7.

0 O Td

0 011t

Oom

95 1、 3911t

62 1.0011t

(2)千葉県八千代市島田台字神久保道998番地4、

1002番地6

1,

91

9 6 6

261.

644.

9 6 3.

8 1nf

0 011t

3 81d

1 811t

371d2,

,

特号lj養護老人ホームはなみずき

(鉄筋コンクリート造陸屋根4階建)

406.

39 1.

3 0 7

307.

6 611t

27m

8911t

89 tr{

1階延床面積

2階延床面積

3階延床面積

4階延床面積

1,413.711d

998番地7、

6,8 98.30nt

40 1

1 2 3

0 5 5

3 1 7

、 8.

6 211t

40m

42m

8 611t

L
 
2
,
乙
 
L



(3)千葉県佐倉市下志津字宮下552番地

1階延床面積

2階延床面積

3階延床面積

4階延床面積

5階延床面積

6階延床面積

7階延床面積

軽費老人ホームケアハウスくつろぎの里

(鉄筋コンクリート造陸屋根7階建)

(4)千葉県市原市二日市場字新田川ノ上774番地1、同番地5、

同番地4、フ73番地3

45 3

434

359.

41 1

411.

359.

359.

軽費老人ホームケアハウス向日葵

(鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺5階建) 4,337

221d

6 0 nt

9911t

881τt

8 811t

9 911t

9 911t

(5)千葉県市原市二日市場字新田川ノ上774番地1

居宅介護支援センター向日葵事務所

(木造スレートぶき平屋建)

2,791

1階延床面積

2階延床面積

3階延床面積

4階延床面積

5階延床面積

(6)千葉県印西市瀬戸字鴻ノ巣1844番地2

1階延床面積 1,

2階延床面積

地下1階延床面積

5 511t

982.

9 6 3

7 9 7

79 7

7 9 7

軽費老人ホームよしきり

(鉄筋コンクリート造陸屋根・スレートぶき地卞1階付2階建)

1,9 1 7.3 3nt

1 91d

32τ6

3 6nt

3 61d

36 tlt

5 911ゞ

92 74nt

29 6

5 9 9

22 、

091d

24nt

0 011t

、 9.



(フ)千葉県印西市瀬戸字鴻ノ巣1844番地2

1階延床面積

2階延床面積

軽費老人ホームよしきり倉庫寄宿舎

(鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建)

帽)千葉県八千代市村上字向原1113番36

1階延床面積

2階延床面積

特別養護老人ホームむらかみの郷

(鉄骨造陸屋根2階建)

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第認条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とす

る。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な

手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第31条基本財産を処分し、又は担保に供しょうとするときは、理事総数(現在数)の3

分の2以上の同意及び評議員会の承認を受け、千葉県知事の承認を得なければな

らない。ただし、次の各号に掲げる場合には、千葉県知事の承認は必要としない。

1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。

2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が

行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当

該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。),に関する契約を結んだ

民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

74

6 9.

§ 21d

5 611t

144 481d

8 7 3

845.

(資産の管理)

第噐条この法人の資金は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち.現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は

確実な有価証券に換えて、保管する。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会

の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

2 5m

2611f

1718 5 1m

・ 10 、



(事業計画及び収支予算)

第開条この法人の事業計画書及ぴ収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日ま

でに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の

承認を受けなけれぱならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え

置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類

を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属

明細書

(田財産目録

2 前項の承言忍を受けた書類のうち、第1号、第3号、'第4号及び第6号の書類につ

いては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その

他の書類については、承認を受けなけれぱならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に

供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

a)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第35条この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第 36 条この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理

事会において定める経理規程により処理する。

Ⅱ



(臨機の措置)

第37条予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ

うとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を

受けなければならない。

(種別)

第'認条この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保

持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援するこ

となどを目的として、次の事業を行う。

(イ)居宅介護支援事業の経営

(ロ)地域包括支援センター事業の経営

(ハ)介護予防支援事業の経営

(ニ)配食サービス事業の経営

(ホ)福祉有償運送サービス事業の経営

(ヘ)介護職員初任者研修事業の経営

(ト)福祉用具貸与事業の経営

2'前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以

上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

宝喜 7:章三! 立§圭金をケ目白勺と,ーそ,^^

(解散)

第39条この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散

事由により解散する.。

(残余財産の帰属)

第如条解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員

会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰屈する。

^8^

12.

(定款の変更)

第41条この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、千葉県知事の認可

(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係る

角軍昔女

角与9 ^ 宏E宗欠d)裂E^



ものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくぞの

旨を千葉県知事に届け出なけれぱならない。

鋼苓 1 0:1章t ぐ2§怯手a>フぢシ去そ←(え)イ也

(公告の方法)

第究条この法人の公告は、社会福祉法人清明会の掲示場に掲示するとともに、官報、新

聞又は電子公告に掲載して行う。

・ 13 ・

(施行細則)

第43条この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

誉冨

附則

この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成

立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長

理事

理事

寺田

理事

昌洋

橋

理事

寺田

理事

山村

みき

理事

士屋

安雄

理事

佐藤

武雄

理事

荻原

時男

飯島

久夫

八島

敏行

敏江

高



理事

理事

この定款は、平成' 8年7月19日から施行する。

この定款は、平成 9年7月28日から施行する。

この定款は、平成10年3月31日から施行する。

この定款は、平成10年10月28日から施行する。

この定款は、平成11年1月6日から施行する。

この定款は、平成11年9月21日から施行する。

この定款は、平成12年3月6日から施行する。

この定款は、平成12年6月6日から施行する。

この定款は、平成14年3月15日から施行する。

この定款は、平成15年2月26日から施行する。

この定款は、平成18年3月27日から施行する。

この定款は、平成21年9月30日から施行する。

この定款は、平成22年6月23日から施行する。

この定款は、平成23年3月11日から施行する。

この定款は、平成24年5月18日から施行する。

この定款は、平成25年5月9日から施行する。

この定款は、平成25年10月16日から施行する。

この定款は、平成27年1月30日から施行する。

この定款は、平成27年8月21日から施行する。

この定款は、平成28年12月10日から施行する。

この定款は、平成29年4月1日から施行する。

この定款は、令和元年6月20日から施行する。

この定款は、令和 3年8月24日から施行する。

この定款は、令和 5年1月18日から施行する。

監事

志津

石渡

忠男

事

金井

宏

大久保洋治

夫

J

14 、

監
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1.

令和 4年

法務省令第15号附則第3項の規

*

(ハ)老人介護支援センター事業の経営

(ニ)老人居宅介護等事業の経営

(ホ)障害福祉サービス事業の経営

この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保
持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援するこ

^■^

と.な'どを目的として、次の事業を行う。
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役職

理事

理事

理事長

業務執行理事
怯人本部長

:法令遵守責任者

理事

役員名

1 業薪執行理事

理事

寺田憲児

郵便番号

:業務執行理亭
:会計統括貴任者

理事

早川勇夫

理事

近膝健司

監事

松原順一

住所

^

監事

山口智史

寺田大輝

社会福祉法人清明会役員名簿

出倉幸夫

電話番号

^

恩田寿永

生年月日

^

^

年齢

^

就任
年月日

亀

^

価

R5.6.21

任期満了
年月日

亀

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

R5.6.21 令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

倉

R5.6.11

焔族
関係

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

R5.6.21

^

令和7年廣の定時評議
員会の綻結の時まで

R5.6.21

職業

0 当法人理事長

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

R5.6.・ 21

代表権
の有無

当怯人施設長

令和T年度の定時評議
員会の終結の時まで

R5.6,21

経験

当法人施設長

有

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

R5.6.21

、役員の資格等(該当に0)

地域福祉関係

当法人施設長

0

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

当法人施設長

0

0

地域
代表

当法人事務主
任

0

施設長

0

0

その他

^

0

0

0

0

0

原隼に相達なきこどを証明レます

0

社会福柾法人i青辰巨
翠亦長寺田 f

.ー'γ全矛。」、年 t0 瓦

0

0



役職

評議員

評議員

役員名

塚本路明

評議員

御園生光司

評議員

谷口善啓

郵便番号

評議員

八島

評議員

谷村朋昭

敏江

評議員

神谷さおり

住所

宮本久生

電話番号

社会福祉法人清明会役員名簿

生年月日 年齡 就任
年月日

部,6.18

任期満了
年月日

R3.6.18

令和7年度の定時評議
員会の終鈷の時まで

R3.6.18

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

醜.6.18

令和7年度の定時秤議
員会の蘓結の時まで

親族
鬨係

M.6. W

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

艶.6.18

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

^

賢4.4.1

職業

令和7年度の定時評議
員会の終諾の時まで

^

令和7年度の建時秤議
員会の終結の時まで

代表極
の有無

^

学識
経験者

令和5年6月21日現在

役員の資格等幟当に0)
地域福
祉関係

地域
代表 施設長

0

0

その他

0

0

原ネに相違なきこどを証明レます

^

社会稽祉法人i青日目
理事長寺田

会和上年/D

0

0

0

^

0



役職

評講員選任
解任委員

評議員選任
解任委員

評議員選任
解任委員

役員名

寺田みき

評議員選任

、解任委員

吉澤功

評議員選任
解任委員

風問一郎

郵便番号

出倉幸夫

恩田寿永

イ主所

社会福祉法人清明会役員名簿

重話番号 就任
年月日

任期満了
年月日

令和7年度の定時

R3,6.18

=の終結の時まで

R3,6.18

令和1年度の定時評議
員会の終結の時まで

盈3.6.18

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

親族
鬨係

R3.6.18

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

令和7年度の定時評議
員会の終結の時まで

職業

^

゛

代表権
の有無 学識

経験者

役員の資松等(該当に0)
地城福
祉関係

0

地域
代表

0

0

施設長

0

r

0

その他

0

原ネに相違なきこど を証明レます
社会福柾法人 7月日月

理 事長 寺田
タ柱ι0a条勺

0

0

^
ン



道路運送法第79条の3の規定に基づき、下記のとおり自家用有償旅客運送者とし
て登録を行ったことを証する。

自家用有償旅客運送者登録証

1.登録番号

関千福第115号

2.登録の有効期間

千運輸第1425丹

3

_但市欝ル同_゛1..1 ゛f高',,.

令和6●翻趣尋逐まで
名称、住所、.イ弌表者氏名

(名 称)社会福祉法人清明会
q主 所)千葉県八千代市島田台1002番6

(代表者氏名)寺田憲児

自家用有償旅客運送の種別

;扇祉有償運送

4

5 運送の区域

令和3年3月25日

市原市、佐倉市、八千代市

令和4年11月10日 10字削除 1

.゛.^吋.'ι゛ー、■早'武.■、ミ^、'..

i旦旦闘台ξ峅9一气!
関東運輸局千葉運輸支局,'t畿胴荊1

0字加入 11狗烹ヨ'味蒜1
、'ι"、^J^.^.エ^乎^^^■.'.叱1

己



八千代市長

とのことについて,別添の.とおり自家用有償旅客運送の登録申請書案を提出

いたしますので,福祉有償運送に係る運営協議会へ諮っていただきますようぉ
願いします。

八千代市福祉有償運送運営協議会への協議依頼にっいて

^

住所

称

表者

令和5年Ⅱ月

資料3

千葉県佐倉市井野108・フフ

トクヒ)移動サポート・ちぱ北総

大野和也

,、

1日

申請団体名トクヒ)移動サポート

代表者名大野和也

連絡先 090・7172・9494

担当者畠大野和也

.

ちぱ北総

」
ノ

名
代



関東運輸局千葉運輸支局長

指定都道府県等の長殿

1

考

殿

二のたび、自家用有償旅客運送の有効期間の吏新を行いたいので、道路運送法第79条

の6及び同法施行規則第51条の10の規定に基づき、下記のとおり申請します。

・己

名称特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総
住所千葉県佐倉市井野108一刀

代表者の氏名大野和也

歴亘璽^
令和6年' 3月1日

自家用有償旅客運送の更新登録の申請

1.名称、住所、代表者の氏名

特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総

干葉県佐倉市井野.108番地7フ
大野和也

2.登録番号

関千福第163号

3.自家用有償旅客運送の種別

福祉有償運送

4.運送の区域

位

区

佐倉市

八千代市

5

域

事務所の名称及ぴ位置

NP0法人移動サボート

ちぱ北総

事務所の名称 置

備 4

千葉県佐倉市井野108番地刀



NO

八千代市福祉有償運送運営協議会申請団体要件確認顎査表

1

項

運送主体

目

2 運送対象

特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総名称

・身体障害者福祉法第に規定する身体障害者

・精神保健及ぴ精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障
害者

・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する知的障害者

・'介護保険法に規定する要介護認定を受けている者

・介護保険法に規定する要支援認定を受けている者

・介護保険法施行規則のよる基準に該当する者

・その他肢体不自由、・内部障害、、知的障害、精神障害その他の
障害を有する者

対象

3

内

形態

使用車両

車両数

福祉有償運送

4

使用権限

寝台車

皇益王皇__^

韮翅L吏^宣

車両の表示

5

運転者

使用車両5台については運送主体が使用権限を有している。

損害賠償措置

回転シート車

マグネットにて,福祉有償運送事業者であ.ることと.

事業所名を表示

セダン車等

運転者

6

〔内訳〕普通二種免調呆持者 1名

免許取消・一時停止処分を受けていない

設定

〔保険名〕

名称マイカー共済

1名

説明

対価以外の対価

7

基本料金 500円

距離制料金 1キ。ずつ 100円

その他(入会金等)

8

管理運営体制

千葉県の距雛制運賃「初乗運賃」「加算運賃」を参考に設定。

送迎回送料 1*,ずつ50円

介助料 15分ずっ600円

時間外(20:00~8:00、日曜・祭田 2割増し

1台

法令遵守

(対人:無制限,対物:無佑邨助

年会費.2500円

別紙「運行管理の体制等を記載した書類」「運行管理マニュア

ル」のとおり

別紙「宣誓書」のとおり

道路運送法及び関係法令に則り,運営いたします。

1ム

、

容

ム
ム

ヨ
云合

台

対
価



関東運輸局口千葉運輸支局長

千葉県知事殿

当法人における役員の全員が、道路運送法第79条の4第1項第1.号から第.4号までの

いずれにも該当しないことを宣誓致します。

殿

令和6年3月1日

歴弐亟同

名称特定非営利活動法人移動サボート・ぱ北総

住所千葉県佐倉市弁野108番地刀

代表者の氏名大野和也

冑逝圭



運転者就任承諾害兼就任予定運転者名簿

申請者件寺定非営利活動法人移動サボート・ちぱ北察幻が自家用有償旅客運送の登録を

受けた場合は、その運転者として就任することを承諾致します。

氏

大野和也

2

名

3

4

5

6

7

住

8

運転免許の種類欄には、受けている運転免許の別(普通・大型及.び1種・2種)を記載すること。
第2種運転免許を有しない者にあっては、施行規則第51条の16第1項各号のいずれかの要件を備えているこ
とを証する喜類を添付する二と。

.

所

歴亘亟到

運転免許の種類

区分

普通

種類

ι

2種

種

種

種

種

種

種

種

※
※



申請者(特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総)が自家用有償旅客運送の登録を

受けた場合は、その運行管理の責任者として就任することを承諾致します。
また、乗車定員11人以上の車両を配置する事務所及び乗車定員10入以下の車両を5

両以上配置する事務所の運行管理の責任者として就任した場合には、道路運送法施行規則
第51条の18に規定する国土交通大臣が告示で定める講習を受講することを宣誓致しま
す。

運行管理の責任者就任承諾書

令和夕年/ク月ユチ日

※ 乗車定員11以上の車両を配置する事務所及び乗車定員10人以下の車両を5両以上配置する事務所の運行

管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第51条の17第2項各号のいずれかの要件を

備えていることを証する喜頚を添付すること。

厘璽西

住

氏

所

名 ゛へ室牙才女



運行管理の体制等を記載した書類

事務所名(移動サポート・ちぱ北総志津支所)

1.運行管理・整備管理の体制

(ア)運行管理の責任者の就任予定名簿

運送の主休(申請者名)

NO

》乗車定員11人以上の車両を配置する事務所及ぴ乗車定員10人以下の車両を5両以上配置する事務所の運
行管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第51条の17第2項各号のいずれかの

要件を備えているごとを証する婁類を添付すること。
》資格の種類には、法23条第1項の運行管理者、その他の別を記載するものとする。

》運行を委託する場合は、受託者における運行管理の責任者を記載し、委託欄に0印を記載するものとする。
》事業者協力型自家用有償旅客運送の場合は、協力事業者における運行管理者を記載し、協力欄に0印を記載

.

するものとする。

(イ)整備管理の責任者の就任予定名簿

氏

山室芳枝

、

特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総

名

NO

.

》事業者協力型自家用有償旅客運送の場合は、受託者において選任した者を記載し、協力欄に0印を記載する
ものとする。

(ウ)運行管理・整備管理に係る指揮命令系統

住

大野和則

氏

歴亘亟豆

所

名

代表者

大野和也

一

資格の種類

2.事故処理連絡体制

運行管理の責任者
山室芳枝

委託

運転者

(別紙のとおり)

住

協力

整備管理の責任者

大野和則

警察署

干葉県佐倉警察署

千葉県八千代警察署

U

所

3

運行管理の責任者

の代行者

斎藤隆一

苦情処理体制

D
事故対応の責任者

大野和則

苦情処理責任者

大野和也

運行管理の責任者がやむ

を得ず不在となる場合の

運行管理を代行する者

協力

佐倉市福祉有償運送運営協議会

八千代市福祉有償運送運営協議会

関東運輸局千葉支局

0

運転者

(別紙のとおり)

0
代表者

大野和也

U

苦情処理担当者

玉川小百合



(施行規則第51条の29関係)

の

身体状況等、態様ごとの会員数

自家用有償旅客運送者の名称:特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総

身体障害者

6

5

級

4

人

級

3

級

数

合計

2

級

精神障害者

級

参考様式第ハ号

要介護認定者

級

要介護1

3

要介護2

合計

2

要介護3

級

知的障害者

3

合計

人

要介護4

人

級

要介護5

級

数

数

要支援認定者

2

軽

合計

要支援 1

中

要支援2

基本チェックリスト該当者:

度

2

重

総合計

、、

人

度

合計

3

人

度

数

2

その他の障害を有する者1 人

・十 計

数

2

2

肢体不自由

2

人

4

内部障害

数

知的障害(認定者を除く)

精神障害(認定者を除く)

他

14

そ

数

^
口合

.
Ⅶ
1
ー
ー
ー



(施行規則第51条の25関係)

番
氏

2

名

3

旅客の名簿

自家用有償旅客運送者の名称:特定非営利活勳法人移動サポート・ちぱ北総

4

^

^

住

5

所

6

7

入会年月日

8

2018/07/01

9^

2020/06/23

10^

イ

運送を必要とする理由

2021/04/13

Ⅱ

口

0

^

i、

2021/08/17

精神障害者
知的障署者
要介護謡定者
聾支援寵足鬢
基本チエックリスト該当者
その他(肢体不目由、内都障吾、覇神障害、その他の障署)

2021/1V叫

0

参考様式第ハ号

ホ

0

2022/02/14

゛、

0

0

ト

2022/1VI0

0

2022/12/26

要介護5
身体障害2級(下肢)

備考

2023/0ν20

0

精神障害2級

0

0

0

2023/02/20

療育手帳
第1種知的障害

2023/06/21

要支援2
視覚障害1級

要介護3
下肢障害2級

'

療育手帳
第1種知的障害

0

0

精神障害2級

0

0

要支援2

身体障害1級

要介護1

療育手帳
第2種知的障害

'

二

ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト



(施行規則第51条の3第5号関係)

番号

自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧

自動車登録番号
又は

車両番号

2

千葉781

自家用有償旅客運送者の名称:特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総

3

4

5

..

乗車定員
(任)

・5

6

7

4名

8

9

^

所有者名

10

11

＼

12

参考様式第イ号

.

13

14

使用者名

^

15

16

η

怜

備考

19

20

こ



陥称)

第1条この法人は、特定非営利活動法人移動サポート・ち1訓と総という。

(事評斤)

第2条この法人は、主たる事務所を千葉県佐倉市推〒108番77に置く。

特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北名掟款

第1章総則

.L/

編的)

第3条この法人は、当去人がイ呆有する、人材、情報、車両及て餅幾材等を捌共し、相互助け合い

の精神に基づき、誰でも、いつでも、どこへでも、気兼ね無く、出かけることができる

地端士会づくり1=寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種絢

第4条この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げるチ重類の特定非営利活動を行う。

①イ製撲、医療又1詩餅止の増進を図る活動

②まちづくりの推進を図る活動

③文化、芸術又はスポーツの1辰興'を図る活動

④ 1也域安全活勳

(事業)

第5条この法人は、その目的を達成するため、1寺定非営利活動に係る次の事業を行う。

①移動の支援を必腰とする坐舌者の;爵止移送事業

②介護、介助を必優とする生活者の鴬舌支援事業

③中高齢者のボランティア活動家を発掘し、青少年育成地域貯災、ニュースポーツ復興等へ
の協力事業

④行政、公益法人、民間等の関連事業からの委託事業

⑤劣舌環境改善等における他組織との連携事業

⑥そOX也この法人の目豹を達成するために必要な事業

第2章目的及び事業

1



(チ弼11)

第6条'この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動(足進去(以下、「シ去!という。)上

の社員とする。

①正会員この法人の目的に賛同して入会した議夬権をもっ個人及び団体。

②準会員この法人の目的に賛同して入会した鬻夬権をもたない個人及ひ団体。

③賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条会員の入会については、特に剣牛を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長力拐11に定める入会申込書により、理事長に申し込むものと
し、チ里事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなけれぱならない。

3 チ里事長は、"加頁のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなけれぱならない。

第3章会員

(入会金及ぴ会費)

第8条会員は、察絵において別に定める入会金及び会費を納入しなけれぱならない。

絵員の資格の喪知

第9条会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、・その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

②本人力切E亡し、若しくは失綜宣告を受け、又は団体が消滅したとき。

③繼売して、1年以上会費を滞納したとき。

④会の活動及ぴ運営を故意に妨害したと認められるとき。

⑤会の利用する不当不正行為を行ったとき。

⑥除名されたとき。

(退会)

第'10条会員は、理事長力拐11に定める退会届を理事長に提出して、イ壬意1.こ退会することができる。

(除名)

第11条会員力炊の名号のーに該当するに至ったときは、絲捻のi翁夬により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議夬の前に弁明の機会を与えなけれぱならない。

Φこの定款等に違反したとき。

②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返週

第12条既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

2
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(ネ弼リ及ひ定鋤

第13条この法人に次の1受員を置く。

Φチ里事 3人

②監事:1人

2 工里事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

催イ壬等)

第14条理事及て腫捧は、察桧において選任する。

2 1里事長及娠4理事長は、理事の石3巽とする。

3 1受員のうちには、それぞれの役員にっいて、その配偶者若しくは3親等以内の親嵐勺人を超えて含ま

れ、又は当該1受員並ぴにその配偶者及び3親等以内の親族力町没員の総数の3分の1を超えて含まれること
になってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条理事長は、この;去人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人をイt表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又1*理事影ξ欠けたときは、理事長があらかじめ
指名しだ1慎序によって、その脂脇を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会のi義夬に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。

①理事の業森丸行の挽兄を監査すること。

②この法人の財産の挽兄を監査すること。

③前2号のま見定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又ぱ去令若しくは定款に

違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又1ネ所轄庁に報告すること。

④前号の報告をするため必要がある場合には、察絵を招集すること。

⑤理事の業瓣丸行の状}兄又はこの法人の財産の挽兄にっいて、理事に意見を述べ、若しく1^事会の招
集を請求すること。

(任期等)

第16条イ受員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 如頁の規定にかかわらず、1妾1壬の役員力彊任されていない場合には、任期の末餅麦最初の総会が終結す
るまでその任期割申長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それ二ぞれの前任者又ほ現任者の任期の残才子期間
とする。

4 役員は、測壬又は任期満了後においても、1劉壬者力蹴任するまでは、その職務を行わなけれぱならない。

(欠員ネ統)

第17条 1里事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠1サこときは、遇帯なくこれを補充しなけ
れぱならない。

嫡引壬)

第18条役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、耗会の:翁夬により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、i翁夬する前に弁明の機会を与えなけれぱならない。

①耽霧の遂行1ゴ甚えな乢叫充兄にあると認められるとき。

3



②職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(ま圖靭

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その鵬璃を執行するために要した費用を捌賞することができる。

3 前2項に関し必腰な事項は、割絵のi義決を経て、理事長力甥11に定める。

(チ弼ID

第20条この法人の削桧は、通常影絵及姫磊時経冷の2種とする。

(構成)

第21条例絵は、正会員をもって構成する。

(1紺曾

第訟条総会は、以下の事項について議決する。

①定款の変更

②解散

③合併

④事織十画及び予算並びにその変更

⑤事業級告及び決算

⑥役員の選任又は"到壬、ゑ圖及ひ贊用弁償

⑦入会金及び会費の額

⑧除名

⑨資産の管理の方法

aの借入金(その事業年度内の"又益をもって1賞還する短期借入金を除く。第46 条において同じ。)その

イ候斤たな義務の負1旦及て畦斯リの放棄

al)清算人の選任

(12)残余財産の帰属

(13)事務局の組織及ぴ運営

(14)その{也運営に関する重要事項

(開樹

第23条通常総会は、'毎事業年度1回開催する。

2 E瓣緜冷は、次の各男のーに該当する場合に開催する。

①理事会力姥優と認め招集の請求をしたとき。

②正会員総数の5分の1以ヒ.から会議の目的である事項を;識した書面をもって招集の請求があったと
き。

③第15条第5項第4号の規定により、監事から招集カミあったとき。

④法第14条の3第11亘の規定により理事から招集力ξあったとき。

(招集)

第24条剤絵は、第23条第2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長力斗召集する。

4
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2 1里事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から0日以内に臨
時総会を招集しなけれぱならない。

3 影会会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審^義專頁を言識した書面又は電る纐勺方法をもって、
少なくとも開崔の日の5日前までに通知しなけれぱならない。

(i^)

第25条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足剃

第26条総会は、正会員緜数の2分の1以ヒの出席がなけれ1青銅会することができない。

(議測

第27条総会におけるぎ義決連項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会のi蓑事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のと
きは、三義長の決するところによる。

3 工里事又ほ正会員が総会の目的である事項にっいて提案した場合において、正会員全員力端面又は電磁的
記録により同意の意思表示をしたときは、当三亥提案を可決する旨の総会の滋勤tあったものとみな河・。

(畜夬キ霍等)

第28条各正会員の表夬権は、平等なるものとする。

2 'やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項にっい.て書面若しく
は電る茲的方法をもって表決し、又は他の正会員を{慨里人として表決を劉壬することができる。

3 郎頁の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第47条の適
用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決にっいて、特別の利害関係を有する正会員は、その:義事の:義決に加わることができない。

(議事'剥

第29条割桧の:巽事については、次の事項を記載したi義事録を作成しなけれぱならない。
①日時及ぴ場所

②正会員総数及び出席者数膚面若しくは電磁的方法による罰夬者又は表決劉壬者がある場合にあって
は、その数をイ寸ヨaすること。)

③審議事項

④二義事の繩過の概要及暁翁夬の結果

⑤三蓑事録署名人の選任に関する事項

2 i義事録には、i蓑長及びその会議において選任された三義事録署名人2人以上が記名押印又1ネ署名しなけれ
ぱならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員力墻面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたことにより、
'総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を三識したi義事録を作成しなけれぱならな
い。

①剤絵の涯勤ミあったものとみなされた事項の内容

②前号の事項の1是案をした者の氏名又は名称

③総会の洗勤tあったものとみなされた日

④き髪事録の作成に係る糊劣を行った者の氏名

5



(構脚

第30条理事会は、理事をもって構成ずる。

(1^)

第31条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項楚義決する。
①宗桧にイ雌藝すべき事項

②察絵の:義決した事項の執行に関する事項

③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(剛櫛

第32条理事会は、次の各号のーに該当する場合に開崔する。
①理事長が必要と認めたとき。

②正会員の2分の1月Lヒから会議の目的である事項を三識した書面をもって招集の請求があったとき0
③第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条理事会は、チ里事長力甑集する。 ,

2 1里事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内にチ里事会
を招集しなけれぱならない。

3 1里事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及て夫謡き義事項を記載した書面又は電る梯り方法をもっ
て、少なくとも開催の日の5日前までに通失口しなけれぱならない。

(議長)

第34条理事会の議長は、理事長力ξこれに当たる。

信^)

第35条 1里事会における1義決事:項は'第33条第3項の規定によってあらかじめ避Πした事項とする。
2 '理事会の1獅:は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。

(表決権等)

第36条各理事の罰夬権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項にっいて書面又は電
磁的方法をもって表決することができる。

3 官ij工頁の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用にっいては、理事会に出席したものとみ
なす。

4 1葬会の諭夬にっいて、特別の利害閥係を有する理事は、その議事の識夬に加わることができない。

信義事ぎ剥

第幻条理事会のi舞:にっいては、次の事項を三識した議事録を作成しなけれぱならない。
(1)'日時及び場所

②理事詔識、出席者数及び出席者氏名(書面又は電る茲的方法による表決者にあっては、・その白をイd言三す
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ること。)

③審義事項

④ i義事の経過の概要及暁弼夬の結果

⑤ i義事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及ぴその会議において選任された:菱事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなけれ
ぱならない。

(資産の構成)

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
①=疉立の時の財産目録に記載された資産

②入会金及び会費

③割寸金品

(4)'財産力喝生じるU又益

⑤事業に伴う4又益

⑥その他の収益

(資産の管瑠

第39条この法人の資産は、理事長力{管理し、その方法は、寵絵の:義決を経て、理事長力{別に定める。

第7章資産及ぴ会計

儉計の原則)

第40条この法人の会計ほ、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業き十画及び予算)

第41条この法人の事織十画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、耗会の:蓑決を経なけれぱならない。

階定予算)

第42条第41条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、1里事
会のi義決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 る噸の収益費用は、新たに成立した予算の"艦費用どみなす。

(予算及て陣業三十画の避口及て便正)

第43条 i翁夬後にやむを得なし嘆由が生じた・ときは、総会のi鞠夬を経て、既定予算及て陣黛十画の通口又は
更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第"条この法人の事業報告書、活難十算書、貸借対照表及ひ卸オ産目録等の決算に関する害類は、毎事業年
度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の:翁夬を経なけれぱならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

俸業年虜

第45条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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(時叢の;昔置

第46条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れそのイ懈斤たな義務の負担をし、又は権利の放棄を
しようとするときは、削念会のi翁夬を経なけれぱならない。

(定款の変更)

第47条この法人が定款を変更しようとするときは、察絵に出席した正会員の4分の3以ヒの多数による議
決を経、かっ、法第25条第3項にま見定する事項を変更する場合、所轄庁のi務正を得なけれぱならない。

(解削

第48条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
①経会の洗義

②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
③正会員の欠亡

④合併

⑤破産手続開始の決定

⑥所轄庁による三受立の認証の耳町肖し

2 育穎第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれぱな
らない。

3 第1項第2号の事由により"鞘妙るときは、所轄庁のi忍定を得なけれぱならない。

第8章定款の変更、解散及び合併

(清算人の選任)

第49 条この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するとき1詳桧において、清算人を選
任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第50条・この法人が解散恰併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げる者のうち、察桧で1義決したものに裟度するものとする。

(合併)

第 51 条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以Lの二霧夬を経、かっ、
所轄庁の認証を得なけれぱならない。

(公告の方法)

第52条この法人の公告は、二の法人の掲示場に掲示するとともに、官報に1易載して行う。ただし、法第2
8条の2第1項に規定する貸借対照表の公告にっいては、内閣府即0法人ポータルサイトC去人入力情報
欄)において行う。

第9章公告の方法

第10章事務局
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(事務局のき旦置等)

第脇条この法人に、この法人の事務を郷里するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長及ぴそaX也の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及ぴ運営に関し必要な事項は、留桧の議決を経て、理事勘{別に定める。

(細則)

第54条この越欠の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人のき旦立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 大野和也

玉本小百副理事長 ^

理事 山室芳枝

監事 齋藤隆

3 この法人の設立当初の役員の任期は、 Fの越次のま見定にかかわらず、成立の臼から平成31年5月31日
までとする。

4 この法人の設立当初の事織十画及び予算は、この越次の規定にかかわらず、三受立鴛絵の定めるところに
よるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日ま
でとする。

6 この法人のき弦当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
Φ正会員入会金 100卯円

正会員会費 3咽円'(1年間分)

②賛助会員会費個人3咽円、法人lmo0円(1年間分)

第11章雑則
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役名

理事長

副理事長

理事

役員名簿

(法人名称)特定非営利活動法人移動サポート・ちぱ北総
ふりがな

氏名

おおの

犬野

たまもと

玉本

山室

か十や

和也

さゆり

小百合

よしえ

芳枝

監事

やまむろ

住所又は居所

翁露隆'ど

^

報酬の有無

虹
i、、、

虫圧
J、、、

盆

無



1,

道路運送法第79条の3の規定に基づき、下記のとおり絢家川有償旅客運送者とし

て登録を行ったことを証する。

自家用有償旅客運送者登録証

1

関千棚第163号

2.登録の有効期問

令和6年3村 28 訂まで

3.名称、住所、代表者氏名

(名 称)特定非営利活動法人移動サポート

所)千葉県佐倉市井抽:108番地7フ(住

(代表者氏名)大野和也

4.伺家用有償旅客運送の種別

禎祉有継述送

登録番号

下運輸第1433 舟

ミd

運送の区域

令和 3年3月2 51ヨ

佐倉市、八千代市

ちは北総

関東迷怜局下柴迅輸支局」
購赫需
業胴輸
周百罷

t

-
D


